
① 消費税の確定申告義務がない（基準期間における課税売上高1000万以下等）

いいえ
はい

返還額は発生しません

② 消費税の確定申告義務がない（新規設立・開業）

いいえ
はい

返還額は発生しません

③ 簡易課税方式により申告している

いいえ
はい

返還額は発生しません

④ 公益法人等で特定収入割合が５％を超えている

いいえ
はい

返還額は発生しません

⑤ 補助対象経費に係る消費税を、個別対応方式において、
「非課税売上に要するもの」として申告している

いいえ
はい

返還額は発生しません

⑥ 上記項目（①～⑤）に当てはまらず、
仕入税額控除により消費税額を計算している

はい

返還額が発生します

返還額発生フローチャート

※返還額が発生しない場合でも、報告書の提出は必要です。


